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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

無回答

その他

夫（妻）の家出・行方不明

未婚（の母または父）

夫（妻）の事故死

夫（妻）の病死

離婚

母子（1101人）

寡婦（546人）

父子（386人）

「島根県母子世帯寡婦世帯父子世帯実態調査」 ＜速報版＞ 

平 成 ２ ６ 年 ２ 月 

健康福祉部青少年家庭課母子福祉グループ  

１ 調査の概要 

（１）目的 

島根県内の母子世帯、寡婦世帯及び父子世帯（以下「調査世帯」という。）の生活実態とニーズを把

握し、当該世帯への福祉対策を推進するための基礎資料を得るため、「島根県母子世帯寡婦世帯父子世

帯実態調査」を実施した。 

（２）概要 

  ①調査対象世帯の定義 

   １）母子世帯：配偶者のない女子で現在児童を扶養しているものとその児童からなる世帯 

   ２）寡婦世帯：満６５歳未満の配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童 

を扶養していたことがあるもので、現在児童を扶養していないもの、または、満

４０歳以上満６５歳未満の配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子

として児童を扶養していたことがないもので、現在児童を扶養していないものか

らなる世帯 

   ３）父子世帯：配偶者のない男子で現在児童を扶養しているものとその児童からなる世帯 

  ②調査対象 市町村において住民基本台帳又はこれに代わる的確な資料から平成２５年１１月１日 

        現在で調査対象世帯の定義に該当する世帯を把握する。該当世帯の中から無作為に母 

        子世帯１／３、寡婦世帯１／４、父子世帯２／３をそれぞれ抽出し、調査対象世帯と 

        する。 

  ③調査方法 県から調査対象世帯あてにアンケート調査票及び返信用封筒等を郵送し、対象世帯に 

        おいて調査票に記入後郵送により島根県が回収する。 

  ④回収結果 ＜母子世帯＞ 配布数 2449 数 回収数 1107 通 有効回答数：1101 通 無効数：6通 

        ＜寡婦世帯＞ 配布数 1302 数 回収数 552 通 有効回答数： 546 通 無効数：6通 

        ＜父子世帯＞ 配布数 961 数 回収数 390 通 有効回答数： 386 通 無効数：4通 

 

２ 調査世帯となった原因 

 調査世帯となった原因は、いずれの調査世帯も「離婚」が最も高くなっている。 

母子世帯では「離婚（83.7％）」に次いで「未婚の母（6.2％）」、「夫の病死（4.6％）」となって

いる。寡婦世帯では「離婚（67.1％）に次いで「夫の病死（21.8％）」、「夫の事故死（4.0％）」とな

っており、父子世帯では「離婚（77.9％）」に次いで「妻の病死（17.6％）」、「妻の事故死（1.0％）」

となっている。 

表１ 調査世帯となった原因 
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

５０万未満

５０万円以上１００万円未満

１００万円以上１５０万円未満

１５０万円以上２００万円未満

２００万円以上２５０万円未満

２５０万円以上３００万円未満

３００万円以上３５０万円未満

３５０万円以上４００万円未満

４００万円以上４５０万円未満

４５０万円以上５００万円未満

５００万円以上５５０万円未満

５５０万円以上６００万円未満

６００万円以上

無回答

母子（1101人）

寡婦（546人）

父子（386人）

３ 家計の状況 

 調査世帯の主な収入源は、割合に開きはあるものの、いずれの調査世帯も「ひとり親の仕事による収

入」が大半を占めている。 

母子世帯では「母親の仕事による収入（79.6％）」に次いで「年金・手当（6.7％）」となり、寡婦世

帯では、「寡婦の仕事による収入（68.6％）」に次いで「年金・手当（15.9％）」、父子世帯では「父

親の仕事による収入（89.9％）」に次いで「父親以外の世帯員の仕事による収入（3.4％）」となってい

る。 

 世帯の年間総収入額は、母子世帯、寡婦世帯に比べ父子世帯が高くなっている。 

母子世帯では「２００万円以上２５０万円未満（17.2％）」が最も高く、次いで「１００万円以上１

５０万円未満（16.4％）」、「１５０万円以上２００万円未満（16.3％）」となり、寡婦世帯では 

「１００万円以上１５０万円未満（15.4％）」、「２００万円以上２５０万円未満（15.4％）」が最

も高く、次いで「１５０万円以上２００万円未満（15.1％）」となっている。父子世帯では「６００万

円以上（15.6％）」が最も高く、次いで「２５０万円以上３００万円未満（13.5％）」、「２００万円

以上２５０万円未満（12.4％）」となっている。 

表２ 世帯の年間総収入 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ひとり親の年間収入額についても父子世帯が高めの傾向にある。母子世帯では「１００万円以上１５

０万円未満（24.5％）」が最も高く、次いで「１５０万円以上２００万円未満（16.8％）」となり、寡

婦世帯では「１００万円以上１５０万円未満（18.5％）」が最も高く、次いで「１５０万円以上２００

万円未満（15.8％）」となっている。父子世帯では「２００万円以上２５０万円未満（15.2％）」が最

も高く、次いで「２５０万円以上３００万円未満（12.2％）」となっている。 

 暮らし向きの実態については、いずれの調査世帯でも「やや苦しい」が最も高い割合となっている。 
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5.7%

2.6%

10.9%

4.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

５０万未満

５０万円以上１００万円未満

１００万円以上１５０万円未満

１５０万円以上２００万円未満

２００万円以上２５０万円未満

２５０万円以上３００万円未満

３００万円以上３５０万円未満

３５０万円以上４００万円未満

４００万円以上４５０万円未満

４５０万円以上５００万円未満

５００万円以上５５０万円未満

５５０万円以上６００万円未満

６００万円以上

無回答

母子（1101人）

寡婦（546人）

父子（386人）

表３ ひとり親の年間就労収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 暮らし向き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 相談相手や各種制度 

 現在困っていることについて、いずれの調査世帯も「経済面」が最も高い割合となっている。 

母子世帯では、「経済面（66.6％）」に次いで「子どもの進学や就職（32.3％）」、「自分や家族の

健康（病気）（18.0％）」となり、寡婦世帯では「経済面（47.6％）」に次いで「自分や家族の健康（病

気）（35.3％）」、「特になし（21.8％）」となっている。父子世帯では「経済面（42.2％）」に次い

で「子どもの進学や就職（26.2％）」、「自分や家族の健康（病気）（18.4％）」となっている。 

相談相手の有無について、いずれの調査世帯も「いる」と回答した方が最も高くなっているが、母子

世帯（77.5％）、寡婦世帯（75.0％）では７割を超えており、父子世帯（48.5％）では５割を下回って

いる。 

 相談相手については、いずれの世帯も「親族」（母子 82.4％、寡婦 80.0％、父子 82.4％）、「知人・

隣人」（母子 61.0％、寡婦 59.4％、父子 49.2％）、「職場の人」（母子 15.1％、寡婦 13.0％、父子 15.0％）

となっている。 
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42.2%
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7.7%

0.7%
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13.6%

9.9%

0.2%

13.4%

35.3%

4.0%

47.6%

0.9%

8.7%

3.8%

1.7%

5.6%

6.9%

7.7%

9.6%

16.8%

18.0%

32.3%

66.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

無回答

特になし

その他

家事（炊事・洗濯）

再婚（結婚）

精神的な寂しさ

住宅

子どもの世話（育児）

仕事

自分や家族の健康（病気）

子どもの進学や就職

経済面

母子（1101人）

寡婦（546人）

父子（386人）

7.8%

4.1%

0.5%

2.6%

3.9%

17.6%

14.2%

5.7%

6.0%

7.8%

24.6%

8.0%

8.0%

15.3%

8.0%

34.5%

38.1%

36.5%

11.9%

2.9%

2.2%

2.6%

11.9%

17.4%

7.3%

13.2%

14.3%

9.9%

15.6%

7.9%

17.6%

11.7%

12.5%

42.9%

14.5%

25.1%

3.9%

2.5%

3.8%

3.8%

8.3%

9.2%

9.5%

9.9%

10.6%

11.0%

11.1%

11.5%

14.9%

15.1%

16.7%

40.2%

41.7%

49.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

母子生活支援施設

養育費の取得などに関する

法律相談

就職・転職に関する就業相談制度

自分の病気等の場合の食事の

宅配制度

悩みや生活などの相談、

子どもの育児や進学等の相談制度

生活一般に関する福祉貸付金制度

（母子・寡婦福祉資金など）

職業あっせん・求人情報の提供

保育所での延長保育、

一時保育、病児・病後児童保育等

仕事や病気などのとき、

家事や育児等の支援員派遣制度

放課後児童クラブ（学童保育）

公営住宅への優先入居

仕事や病気などのとき、子どもを

一時預かってくれる制度

仕事のための技能・資格等を

取得するための講習会や助成制度

医療費の自己負担分を公費で

補助する制度

子どもの就学費用の助成制度

児童扶養手当制度

母子（1101人）

寡婦（546人）

父子（386人）

 公的援助としてどのようなものがあったらよい（あってよかった）と思うかについては、「児童扶養

手当制度」、「子どもの就学費用の助成制度」、「医療費の自己負担分を公費で補助する制度」が高い

割合を占めている。 

母子世帯では「児童扶養手当制度（49.8％）」が最も高く、次いで「子どもの就学費用の助成制度

（41.7％）」、「医療費の自己負担分を公費で補助する制度（40.2％）」となっている。寡婦世帯では

「医療費の自己負担分を公費で補助する制度（42.9％）」が最も高く、次いで「児童扶養手当制度（25.1％）」、

「公営住宅への優先入居（17.6％）」となっている。父子世帯では「子どもの就学費用の助成制度（38.1％）」、

「児童扶養手当制度（36.5％）」、「医療費の自己負担分を公費で補助する制度（34.5％）」となって

いる。 

表５ 現在お困りのこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ あったらよい（あってよかった）公的援助 
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2.1%

6.7%

1.3%

10.6%

0.0%

0.8%

0.5%

4.7%

18.7%

54.6%

3.3%

7.3%

3.1%

13.0%

0.2%

0.5%

4.0%

32.6%

17.9%

18.1%

1.0%

5.3%

1.5%

10.9%

0.1%

0.1%

1.6%

10.6%

32.0%

36.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

病気やけがをしたことはない

その他

みてくれる適当な人がいない

近所の人

日常生活支援制度

（家庭生活支援員）を利用

知人・友人

子ども

別居の親族

同居の親族

母子（1101人）

寡婦（546人）

父子（386人）

５ 健康について 

 ひとり親が病気やけがの時、誰が世話をしてくれるかについて、母子世帯、父子世帯では「同居の親

族」、「別居の親族」が高く、割合の差はあるものの同様の順位となっており、寡婦世帯では他世帯に

比べ「子ども」の割合が高くなっている。母子世帯では「同居の親族（36.9％）」に次いで「別居の親

族（32.0％）」、「みてくれる適当な人がいない（10.9％）」となっている。寡婦世帯では「子ども（32.6％）」

に次いで「同居の親族（18.1％）」、「別居の親族（17.9％）」となっている。父子世帯では「同居の

親族（54.6％）」に次いで「別居の親族（18.7％）」、「みてくれる適当な人がいない（10.6％）」と

なっている。 

表７ 病気で動けないときの援助者 

 


